
新しい電子マニフェストシステムのお知らせ

来年度の報告が免除される２０２３年3月31日までのお申込をおススメします
（現在、紙マニフェストを活用されている排出事業者様は

4月1日以降のお申し込みの場合、来年度は電子マニフェストに移行するまでの紙マニフェストの実績報告が必要となります）

都道府県への
報告不要！

保管場所
不要！

今なら
初期費用
無料！

紛失リスク
無し！

紙マニフェスト伝票の保管も年度替わりの自治体への報告も不要となるとても便利なシステムを開発しました

ドライバーが回収実績を入力すると電子マニフェストに自動で反映されます

お客様は、配信されたメールを承認するだけとなります



 

 

 

 

 

ドライバーがタブレットに回収実績を入力すると 

システムに自動で反映され 

お客様がその情報を承認するだけで 

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが運営する 

電子マニフェストシステム（ＪＷＮＥＴ）に連携されます 

法令の要求も満たすことができ、伝票の保管も 

年度替わりの報告義務も不要となる 

とても便利なシステムです 

電子マニフェスト ASP システムのご提案 

ご利用を希望されるお客様は委任状、及び申込書に必要事項をご記入のうえ、お申込みください 



  

 マニフェスト交付の目的  （排出事業者様の義務） 

      ① 産業廃棄物が適切に処理が行われた事実を確認するため 

      ② 排出された産業廃棄物の処理の流れを記録に残すため 

※  排出事業者は発行したマニフェスト伝票を５年間保管しなければなりません 

電子マニフェスト運用のメリット 

①  伝票の作成・管理の事務作業を削減できる     ⑤ ５年間の保管義務が不要になる 

②  排出登録、管理など WEB 上で運用が可能     ⑥ 毎年度の自治体への報告義務が免除される 

③  ５年間分の保管スペースが不要になる          ⑦ ５年間分の管理が容易になる  など 

④  伝票紛失のリスクを回避できる        

紙伝票でのデメリット 

紙伝票での運用による発行・管理には多くの労力が必要とされています 

５年分の管理・保管、伝票の紛失や毎年度の自治体への報告など多くの問題があります 

電子マニフェストとは、JWNET が運営する電子情報処理ネットワーク使用して、排出事業者・収集運搬・処分業

者を WEB で繋いでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。 

紙マニフェストでは、紙に情報を記入するため、記載漏れや間違いが生じやすくなっています。 

 一方で電子マニフェストは、法令上の必須項目をシステムが管理しているため、記載漏れや間違いなどに気づ

きやすく、ミスが発生しにくくなります。 一画面で全ての情報が確認できる仕様になっています。しかし、排出の都

度、登録していただく必要があります。 

今回のご提案は、排出事業者様の代わりに面倒なマニフェスト情報の登録を代行するご案内になります。 

排出事業者様は、システムより自動配信されたメールで登録内容を承認していただくだけとなっており、面倒な

操作はございません。 

電子マニフェストの推奨 

今回ご提案する ASP システム利用のメリット 

 ① お客様は排出登録が一切不要（タケシタに廃棄依頼するだけ） 

 ② お客様の承認なく、発行されることはない 

 ③ 記載のミスや漏れを防止でき、法令も順守できる 

 ④ マニフェスト伝票の情報のすべてをシステム上で管理できる  など  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

委任状 

 

 

当社は、下記の会社に対し、当社が廃棄物の処理及び清掃に関する法律 12 条の 5 に定め

る電子情報処理組織の仕様（通称：電子マニフェスト制度）により排出事業者として必要

な登録等を行うことについて、入力等の事務を委任します。 

 

 

記 

 

  廃棄物収集運搬・処分業者 

 

東京都足立区関原一丁目 14 番 2 号 

竹下産業株式会社 

代表取締役 竹下敏史 

 

以上

 

 

 

 

年  月  日

排出事業者 

 

  住所   

  名称   

  氏名                  ㊞ 




